
 

令和２年７月16日 

 

厚木市立小中学校適正規模等検討委員会委員長 様 

 

 

厚木市教育委員会 

 

厚木市立小・中学校の適正規模・適正配置について（諮問） 

 

次の事項について諮問いたします。 

 

 

１ 諮問事項 

厚木市立小・中学校の適正規模・適正配置に関すること。 

 

２ 諮問理由 

厚木市立小・中学校の適正規模・適正配置について、厚木市立小中学校適正規模等検討委

員会規則第１条の規定により意見を求めるため。 
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